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         第１章 計画策定の考え方           

 
１ 計画策定の背景・趣旨  

 本県の水産業のあるべき姿やそれを実現するために必要な施策の基本的な推
進方針等を示すものとして，平成３２年度（令和２年度）を目標年度とした「鹿
児島県水産業振興基本計画」を平成２３年３月に策定（平成２７年度に一部見
直し）し，各種施策を推進しています。 
 しかし，その間，漁業生産量の減少，燃油価格の変動による漁業経営の不安
定化，漁業就業者の減少・高齢化等や気候変動に伴う海水温の上昇等により，
水産資源や漁業・養殖等への影響が懸念されるなど，水産業・漁村を取り巻く
情勢は変化してきました。 
 また，食料資源の需給の逼迫，地球温暖化など世界規模での環境悪化が懸念
される中，平成２７年の国連サミットにおいて採択された「持続可能な開発目
標（Sustainable Development Goals（ＳＤＧｓ）」においては，「海の豊
かさを守ろう」なども目標に掲げられており，本県における持続可能な水産業
・漁村の実現のためにも，この取組は重要であると考えます。 
 一方，国においては，「水産基本法」に基づく新たな「水産基本計画」を平
成２９年４月に策定し，同年１２月には，水産資源の適切な管理と水産業の成
長産業化を両立させ，漁業者の所得向上と年齢バランスのとれた漁業就労構造
を目指すとした「水産政策の改革の方向性」を示しました。これに基づき，平
成３０年６月には「農林水産業・地域の活力創造プラン」が改訂され，さらに
同年１２月には，漁業法や水産業協同組合法が改正されました。 
 このような背景から，長期的かつ総合的な視点に立った施策の推進方針等を
示す新たな「水産業振興基本計画」を策定しました。 

 

２ 計画の位置付けと構成  
 
（１）計画の位置付け 

この計画は，本県水産業の現状と課題を踏まえて，今後１０年間を見据え
た本県水産業・漁村のあるべき姿を描き，それを実現するために必要な施策
について，その基本的な推進方針等を示すものであり，今後の本県の水産業
振興施策推進の具体的な指針となるものです。 

また，漁業者，漁業団体，行政等が，この指針を基に共通の認識を持ちな
がら，互いに連携・協議し，水産業や漁村振興のために主体的に取り組んで
いくことが期待されています。 

 
（２）計画の構成 

この計画は，「計画策定の考え方」，「水産業の現状と課題」，「目指す
将来の姿」，「水産業振興施策の推進」及び「計画実現の方策」をもって構
成します。 

 

３ 計画の目標年度  
この計画は，令和３年度を初年度とし，令和１２年度を目標年度とします。 
ただし，水産業をめぐる情勢の変化等により，中間年である令和７年度に，

計画の見直しを検討します。 
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        第２章 水産業の現状と課題        

 

１ 現 状  

本県は，南北６００ｋｍに及ぶ広大な海域と多くの島しょを有し，黒潮の恵

みを受け，沿岸・沖合域では多様な漁船漁業が，湾や入り江の静穏な海域では

養殖業が営まれ，さらに，世界の海を漁場とする遠洋カツオ・マグロ漁業が営

まれています。 

平成３０年における全国順位は，漁業生産量１４位，漁業生産額５位，漁業

就業者数７位となっており，魚種別の生産量では，ミナミマグロ，養殖ブリ，

養殖カンパチ，養殖ウナギが１位，水産加工業の生産量ではカツオ節が１位な

ど，全国でも主要な位置を占めています。 

一方，水産業を取り巻く情勢は，漁業生産量の減少や燃油価格の変動による

漁業経営の不安定化，漁業就業者の減少等に加え，近年では夏場の高水温期が

長期化するなど，海洋環境の変化による水産業への影響が見られています。 

なお，令和２年から令和 5 年にかけて，新型コロナウイルス感染症の拡大に

より，外食需要の低下等に伴う魚価低下のほか，養殖ブリ等の出荷の鈍化や輸

出の減少などの大きな影響が見られました。 

 

全国における本県漁業の地位（令和５年） 

単　位
鹿児島県
（H30）

鹿児島県
（R5）

全国
（R5）

全国順位
（R5）

1 経営体 3,115 2,554 65,662 7

2 人 6,116 4,807 121,389 6

3 トン 115,814 90,851 3,777,920 12

海面漁業漁獲量 〃 63,560 45,724 2,926,411 16

みなみまぐろ 〃 1,786 1,143 6,216 3

めばち 〃 3,649 2,971 28,327 4

かじき類 〃 1,020 432 8,465 7

あじ類 〃 5,513 3,436 112,290 7

しらす 〃 2,915 612 50,303 14

いせえび 〃 49 51 1,090 9

〃 52,254 45,127 851,509 8

ぶり 〃 28,047 23,977 94,646 1

かんぱち 〃 16,778 14,803 24,658 1

4 〃 6,468 7,966 30,341 1

うなぎ 〃 6,381 7,852 18,341 1

5 百万円 76,310 76,782 1,524,104 5

〃 22,767 20,149 951,040 15

〃 53,543 56,634 573,064 2

6 トン 21,436 18,980 25,578 1

7 ― 139 139 2,772 5

出典：１，２は漁業センサス，３，４，５は農林水産統計年報，７は水産庁調べ

内水面養殖業生産量

指　標

漁業経営体数

漁業就業者数

海面漁業・養殖業生産量

海面養殖業生産量

海面漁業・養殖業生産額

海面漁業生産額

海面養殖業生産額

かつお節生産

漁　　港　　数
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（１）漁業生産 

   ア 漁船漁業 

遠洋漁業の主体であるカツオ・マグロ漁業は，国際的な資源管理の強化

や燃油価格の高騰をはじめ，円安の進行等により，厳しい経営状況が続い

ています。 

本県の沿岸・沖合域は多様な海域特性を有した漁場に恵まれているほか，

魚礁等の設置により生産基盤の整備，拡充を進めているものの，近年，漁

業生産量の減少，燃油価格の変動による漁業経営の不安定化，漁業就業者

の減少・高齢化等により，厳しい環境下での経営を強いられています。 
 
   イ 海面養殖業 

海面養殖業は，ブリ・カンパチ養殖が主体ですが，有害赤潮等による漁

業被害の発生，餌飼料価格の上昇等が経営を圧迫しています。 
 
   ウ 内水面漁業・養殖業 

内水面漁業は，河川環境の変化，外来魚やカワウによる食害，漁協組合

員の高齢化，減少等によりアユやウナギ等の漁獲量は減少傾向にあります。 

内水面養殖業の主体であるウナギ養殖業は，全国の約４割を占め，全国

第１位となっており，県内養殖業において重要な位置を占めています。 

一方，近年においては，シラスウナギの確保が極めて不安定で，その価

格変動も大きい状況となっています。 
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（２）漁業就業者 

漁業就業者数は，本県だけでなく全国的に減少傾向です。また，高齢化率

は，全国よりは低いものの３０％を超えて推移しており，特に，漁船漁業に

おける後継者の確保は難しい状況となっています。  

漁村地域では，高齢化・過疎化が進行し，浜の活力の低下が懸念されます

が，地域資源を生かした海業・ブルー・ツーリズム等の取組による都市と漁

村の交流により，漁業就業に繋がった事例も見られています。 

また，県下の漁業協同組合は，県１漁協合併に向けた取組を進め，令和８

年 4 月１日には 29 漁協が合併して，鹿児島県漁協が発足することとなって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      本県における漁協合併の動向 
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（３）水産物の流通・加工・販売 

少子高齢化による人口減少や消費者の食の嗜好変化等により国内の水産物

消費量は減少しています。鹿児島市の令和 6 年の魚介類購入額は，県庁所在

地及び政令指定 52 都市のうち 46 位で，全国でも下位となっています。ま

た，原料となる魚介類の漁獲減少や加工業者の減少により，本県の水産加工

品生産量も減少傾向です。 

   一方，海外では，健康志向の高まりや日本食ブームにより，魚介類の消費

が伸びており，本県からも，米国向けの養殖ブリを主体に水産物輸出が増加

しています。 
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（４）漁業生産基盤 

漁港については，水産物の生産・流通の拠点となる漁港を中心に，防波堤

や浮桟橋の整備，漁港施設の長寿命化対策等，より安全で使いやすい漁港づ

くりを進めています。 

   漁村の生活環境については，集落排水施設の老朽化対策を進めています。 

 

 

     

  

     

  

     

  

     

  

     

  

     

     

     

     

     

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

   

    

   

    

 

 

防波堤の整備による安全で使いやすい漁港づくり 

海潟漁港(垂水市) 

集落排水施設の老朽化対策による漁村の生活環境改善 

坊泊漁港(南さつま市) 



 - 7 -

（５）水産技術の開発・普及 

鹿児島県水産技術開発センター（以下「水産技術開発センター」という。）

は，水産資源の持続的な利用等を目的として，漁海況週報やモジャコ情報等

の提供による操業効率化，スジアラ等の種苗生産・供給，赤潮発生予察やリ

アルタイム情報発信技術の開発，加工品開発等の取組支援及び実用化等，各

種調査研究や技術開発・普及に取り組んでいます。 

 

 

 

 

加工品開発支援 

放流ウナギ追跡調査 ドローンによる藻場調査 

赤潮予察やリアルタイム情報発信技術の開発 

漁業調査船による漁場調査 

種苗生産の技術開発 
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２ 課 題  
  
（１）漁業生産 
 
  ア 漁船漁業 

漁業者が将来にわたって漁業水産資源を持続的に利用し，漁業経営の維

持が図られるよう，資源管理と資源・環境に見合った適切な操業の推進が

必要です。 

また，かつお・まぐろ漁業経営の維持安定のため，国際的な漁業管理体

制のもとで適正操業の推進と経営基盤の強化対策が必要です。 
 
    【主な課題】 

資源管理体制の充実，TAC 対象魚種拡大への対応，漁業収入安定化，

国際漁場と安全操業の確保，漁場の整備・保全，栽培漁業の推進，デジ

タル技術の活用 など 
 
   イ 海面養殖業 

漁場改善計画や需要に見合った持続可能な生産の推進を図るとともに，

消費者ニーズに対応した安心・安全な養殖生産を推進する必要があります。 

また，夏場の高水温期が長期化する傾向にあり，成長の鈍化など様々な

問題が発生しています。 
 
   【主な課題】 

養殖環境の保全，赤潮対策の推進，安心・安全な魚づくり，ブリ・カ

ンパチ人工種苗の安定供給，養殖施設等の整備，環境変動への対応，デ

ジタル技術の活用 など 
                                                                          
   ウ 内水面漁業・養殖業                                                

内水面環境の維持・保全を図るとともに，アユやウナギ等の内水面資源

の持続的利用のため，保護管理とともに資源増殖を図る必要があります。  
 

【主な課題】 

河川環境保全，外来魚・カワウの駆除活動の継続，遊漁者への啓発，

疾病対策の推進，安心・安全な養殖魚づくり，アユやウナギ等の内水面

資源の適正管理・回復への取組 など                               

                           

（２）漁業就業者 

意欲と能力のある中核的な漁業者の育成や新規漁業就業者の育成・確保等

の後継者対策の推進や外国人材等の活用のほか，漁協の組織体制の整備を図

り，持続可能な漁業生産体制を目指す必要があります。 

また，デジタル技術を活用したスマート水産業の普及を図り，これまで得

られなかった漁業活動や養殖漁場環境等の情報を収集・活用することで，生

産性の向上や労働力不足等に対応する必要があります。 
 
    【主な課題】 

中核的漁業者の育成，新規就業者の育成・確保，漁業者の経営力向上，

外国人材等の活用，漁協の経営基盤強化，デジタル技術の活用，スマート
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水産業の普及 など  

 

（３）水産物の流通・加工・販売 

国内向けについては，消費者の魚離れなど水産物の消費減少に歯止めをか

ける必要があります。海外向けについては，米国相互関税措置の導入等海外

市場の急速な不確実性の高まりや今後の需要変動に対応するため，輸出品目

や輸出先の多角化を図りつつ，更なる輸出拡大を推進する必要があります。

国内外の共通課題としては，流通・加工の人手不足への対応や，他県産・他

国産競合商品に対する競争力を強化する必要があります。 
 
    【主な課題】 

    国内の消費拡大，輸出品目や輸出先の多角化，輸出先国の規制やニーズ

に対応した施設整備や商品開発，省力化機器の整備，コスト削減・認知度

向上・付加価値向上等による競争力強化 など 

 

（４）漁業生産基盤 

安全で使いやすい漁港づくりや住みよい漁村づくりを進め，生産基盤の整

備を図る必要があります。 
 
    【主な課題】  

漁港施設や衛生管理に対応した漁港の整備，老朽化が著しい漁港施設へ

の緊急的な対応 など 

 

（５）水産技術の開発・普及 

水産資源の持続的な利用や水産物の安定的な供給を図るために，漁業者・

消費者のニーズや水産資源・環境・情報技術の変化に対応した新たな技術開

発への取組も求められています。  
 
    【主な課題】  

水揚げシステムの構築，デジタル技術を活用した効率的な操業，ブリ・

カンパチ等の種苗生産技術の高度化，赤潮被害軽減対策技術の開発，時代

に即応した水産加工品開発，海域環境条件に適した藻場造成技術の開発 

など 
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         第３章 目指す将来の姿         

 

１ 水産業の将来の姿  

新たな資源管理，デジタル技術を用いた生産性向上，「かごしまのさかな」

等のブランド認知度向上，水産物特性に応じた付加価値向上，輸出拡大等によ

り，漁業者の所得向上が図られるとともに，水産業の担い手が確保され，持続

可能な生産体制が構築されています。 

また，食育や地産地消の取組の進展を通じて，水産業が地域に根ざして発展

しています。 

 

◇ 遠洋漁業では，国際的な漁業管理体制の下で漁場の確保と資源の維持管理

がなされており，カツオ・マグロ類の持続的・安定的な生産体制が構築され

ています。 

◇ 沿岸・沖合漁業では，漁業者が積極的に資源管理や藻場・干潟の維持・保

全に取り組むとともに，種苗放流など栽培漁業への取組に加え，海域特性に

応じて魚礁や増殖場が効果的に整備され，持続的・安定的な漁業生産が実現

しています。 

◇ 海面養殖業では，養殖数量，養殖コスト，品質等の適切な管理や安定的な

種苗生産体制が整備されるとともに，有害赤潮等による漁業被害の防止技術

等が開発され，安定的かつ効率的な漁業経営が実現しています。 

◇ 内水面漁業・養殖業では，内水面環境と内水面水産資源の維持保全が図ら

れています。また，ウナギ養殖業については，安心・安全な生産体制が構築

されています。 

◇ 意欲と能力のある中核的な漁業者の育成や新規就業者の育成・確保がなさ

れており，デジタル技術を活用し，スマート水産業に取り組む漁業者が多く

見られます。 

◇ 消費者・市場のニーズに的確に対応し，特産魚のブランド化の更なる推進，

本県産水産物による付加価値の高い製品づくりやアジア地域等を対象とした

輸出の促進等により，「かごしまのさかな」の販路拡大が図られています。 

◇ 食育や地産地消等への取組により，魚食普及が図られ，本県産水産物の消

費拡大が進んでいます。 

 

２ 漁村の将来の姿  

漁村については，国土や藻場・干潟等の自然環境等の保全，文化の継承等，

漁村の持つ多面的な機能が発揮されるとともに，住民生活の安定はもとより，

特色ある地域資源を活用した産業の振興や都市等との交流促進などが図られて

おり，個性豊かで活力ある地域社会が形成されています。 

 

◇ 安全で使いやすい就労環境の改善された漁港や住みやすい漁村の整備によ

り，水産物の生産・流通機能が強化されています。 

◇ 地域資源を活かしたブルー・ツーリズムなどの取組により，都市と漁村の

交流が促進され，地域の活性化が図られています。 
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３ 地域別の将来の姿  
 

  鹿児島地域  

● 遠洋から沿岸までの特色ある地域特産魚や水産加工品について，マーケッ

トニーズや品目特性に応じた産地育成，ブランド化，高付加価値化が図られ

ています。 

● 大学や試験研究機関と連携し，ＩＣＴ等を活用した漁業の普及による生産

性の向上に向けた取組が推進されています。 

● 高齢者から若手まで，地域漁業を支える中核的な漁業者へ省力化漁具導入

や機関換装等，各種支援制度が活用され，生産性の維持，向上に向けた取組

が推進されています。 

● 持続的・安定的な漁業生産を実現するために，ＴＡＣ制度等による資源管

理の充実，マダイ，ヒラメなど有用種苗の放流等が推進されています。 

● 温暖で養殖に適した海域が多い恵まれた特性を生かし，輸出に有利な人工

種苗の導入等による養殖業の品質・量の確保が図られています。また，安心

・安全に対応する国際的な認証の取得やＨＡＣＣＰ対応型加工施設等の整備

が促進されています。 

● 地域漁業の魅力が情報発信され，担い手の確保が図られているほか，経営

発展段階や能力に応じた研修等を通じて，漁業士など中核的な担い手が育成

されています。 

● 安心・安全でおいしい地域食材を生かした食育や地産地消の取組が推進さ

れるとともに，産業界と連携した食環境の整備が図られています。 

    ツキヒガイ（月日貝）の漁獲 
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  南薩地域  

● マダイ，ヒラメなどの有用種の種苗放流や，漁協青年部など地域の漁業者

と県水産技術開発センターが連携した藻場回復の取組により，水産資源の維

持・増大や漁場環境の保全がなされています。 

● 就業希望者への研修の実施や，関係各市・団体等や漁業士との連携による

新規漁業就業者や漁業後継者への支援により，地域の担い手が育成・確保さ

れています。 

● 加工・市場ニーズに対応した販売対策や，観光や健康と連携した地産地消

や食育等への取組により，地域水産物の特性を生かした生産，販売が構築さ

れています。 

●  カツオ，タカエビなどの地域特産魚やかつお節などの水産加工品のブラン

ド化，衛生管理の取組強化等により，地域特産魚を生かした付加価値の高い

製品が開発され，国内外に販路・消費が拡大されています。 

● 出汁の食文化のＰＲによるかつお節の消費拡大がなされています。 

● カツオ一本釣り漁業やまき網漁業において，水産技術開発センターと連携

した漁海況情報の収集・活用によるスマート水産業の推進や，省エネ型漁船

や省力化機器の導入等により，操業の効率化や経営の安定が図られています。 

● アサリやマガキの二枚貝養殖により，水産物の消費拡大や新規漁業就業者

の確保・育成が図られています。 

      さつま鰹節産地入札即売会  
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  北薩地域  

● 漁船漁業については，増殖礁等の漁場づくりや藻場などの環境整備，スマ

ート水産業や放流事業の推進により，持続的・安定的な生産体制が構築され

ています。 

● 海面養殖業については，養殖場の整備，赤潮対策，ブリ人工種苗，IＣT の

技術を導入したスマート水産漁業の推進により，漁場の持続的な利用が図ら

れています。 

● 内水面漁業については，ウナギの資源保護や外来魚等の駆除により持続的

な生産活動が行われています。 

● 漁業就業者については，次代を担う若い漁業者の経営改善が図られ，意欲

と能力のある漁業の担い手が育成されています。 

● 水産物の流通・加工・販売では，養殖ブリの輸出が増大され，国内では消

費者の多様なニーズに対応した体制が構築されています。 

● 地域水産物を活用した料理教室の開催等により地産地消が図られ，地域資

源を活かした体験型観光が行われています。 

 

      ブリ養殖生簀が並ぶ漁場 

 

 



 - 14 -

  姶良・伊佐地域  

● ＮＰＯとの協働・連携により，地域一帯となって，天降川，別府川，思川

や錦江湾奥最大の重富干潟等，水辺の環境保全活動が推進されています。 

● 藻場・干潟等の維持再生等，漁場環境の改善，魚礁・産卵床の設置やマダ

イ・ヒラメの放流等，水産資源の増殖を通じて安定的な漁業生産が図られて

います。 

● 安心・安全な魚づくりや環境に配慮した養殖業の取組が推進されています。 

● 地元消費者へのアサリやイワガキ等の直販体制を推進し，販路の拡大が図

られています。 

● 試験研究機関や漁業者等との連携を推進し，地域水産物の有効活用や地域

企業の技術力を活用して，新事業の創出が図られています。 

● 内水面漁業については，ウナギの資源保護や外来魚等の駆除への取組がな

されています。 

    内水面漁業者によるウナギ資源調査 
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  大隅地域  

● 鹿児島湾及び志布志湾の豊かな自然を活用したブリ，カンパチなどの養殖

業の振興や，大隅地域の内陸部で養殖されているウナギのＰＲにより，地域

ブランドが確立され，養殖業が発展しています。 

● 意欲と能力のある中核的な漁業者の育成等，後継者対策が実を結び，大隅

地域の水産業を支える担い手の確保が図られています。 

● 地域の観光資源の発掘が進み，自然や環境，漁村の生活体験を行うブルー

・ツーリズムを促進しています。 

● 「大隅のさかな」として，流通，消費環境の変化に的確に対応しながら，

産地の生産体制の強化を通じた生産性の向上により，販売量増大が図られる

とともに，品目特性に応じて，ブランド力や付加価値を高める販売対策を講

じています。 

● 大消費地等や海外におけるマーケットのニーズに的確に応えられる競争力

のある産地の育成・強化，認証取得の拡大が進み，「大隅のさかな」の更な

るブランド力向上が図られています。 

● 消費者・市場のニーズに的確に対応して，特産魚のブランド化が進むとと

もに，付加価値の高い商品づくりの開発，ＩＣＴを活用した品質向上や経営

改善のためのシステム開発など産学官の連携による取組を通じて，国内外に

おける更なる販路拡大が図られています。 

 

   養殖カンパチへの給餌体験 
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  熊毛地域  

● トビウオ，キビナゴ，トコブシ，マチ類（チビキ類，ホタ類）などの地域

の重要資源については，資源管理の高度化により資源が持続的に利用されて

います。また，一本釣り漁業やモジャコ採捕漁業等では，ＩＣＴを活用した

スマート水産業の普及が進むとともに，漁場の整備により操業の効率化が図

られています。   

● 地域の基幹漁業であるモジャコ漁業については，採捕後も各港で中間育成

が盛んに行われ，県内ブリ養殖の種苗の安定供給に寄与しています。また，

温暖な気候を活用したブリ人工種苗の中間育成場についてもは，県内におけ

る人工種苗の供給基地としての役割を果たしています。   

● 各種漁業研修の実施や地域の中核的漁業者である漁業士のサポートによ

り，意欲と能力のある就業希望者の就業が円滑に図られているとともに，経

営改善に資する取組により，担い手の経営安定が図られています。 

● 観光産業との連携による地域資源を活かしたブルー・ツーリズムが取り組

まれるなど，交流人口の増加により漁村地域が活性化しています。 

●  荷さばき施設や製氷冷蔵施設等の水産流通施設については，整備，更新が

計画的に行われ，地域水産物の安定的な流通体制が構築されています。 

●  種子島のトコブシ，アオリイカ，キビナゴ，屋久島のサバ，トビウオなど

地域特産魚介類の認知度が向上するとともに，鮮度保持技術の向上により，

県内外での販路が拡大しています。 

●  小学校等におけるトビウオ，メダイ，カンパチなどの地魚を活用した魚食

普及の取組により，地域水産物の地元消費がより一層拡大しています。 

● 地域の水産加工については，消費者ニーズの多様化・高度化に対応した売

れる商品づくりが行われ，消費が拡大しています。 

 

         トビウオロープ曳き漁業 
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  奄美地域  

● 沈設型魚礁や浮魚礁の設置による漁場整備が進み，資源の増殖や漁場の高

度利用，操業効率の向上等が促進され，漁業の生産性向上が図られています。 

● 地域特産資源であるスジアラ等の種苗放流を実施するとともに，種苗量産

化技術開発や放流効果調査の高度化を推進することで，資源の維持増大と沿

岸漁業者の経営安定が図られています。 

● クロマグロやカンパチ，マダイ等の魚類のほか，真珠，クルマエビ，モズ

ク，ヒトエグサ等の養殖業が営まれており，持続的な生産が進められていま

す。 

● 水産加工製造・販売施設や高鮮度流通・効率出荷を行うための施設を整備

することで，付加価値の高い水産物供給体制の構築が推進されています。 

● 地元水産物の認知度向上や水産加工品の開発，島内外での販売促進活動等

の取組を通じて，魚食普及と地産地消を推進することで，消費の拡大が図ら

れています。 

● 増加傾向にある観光客を対象として，地元水産物を提供する飲食店や水産

加工品を製造，販売する団体をＰＲすることで，地域の活性化が図られてい

ます。 

             

    大島海峡におけるクロマグロ養殖業 

       

 



- 18 - 

 

        第４章 水産業振興施策の推進         

 

１ 基本理念  

「おさかな王国かごしま」の実現 

 ～水産業の「稼ぐ力」を引き出すために～ 

 

 本県は，南北６００ｋｍに及ぶ広大な海域と多くの島しょを有し，黒潮の恵

みを受け，各地で多様な漁船漁業や養殖業が営まれており，漁業生産量・生産

額など全国でも上位に位置する水産県です。 

 しかしながら，本県の漁業を取り巻く情勢は，漁業生産量の減少や燃油価格

の変動，餌飼料価格の上昇による漁業経営の不安定化，漁業就業者の減少・高

齢化等の状況にあり，漁業者が将来にわたって水産資源を持続的に利用し，漁

業経営の維持を図るためには，さらなる資源管理の高度化や生産性の向上，本

県産水産物の消費拡大や輸出拡大等への取組が必要です。 

 一方，漁村においては，自然環境の保全や文化の継承等，漁村の持つ多面的

な機能の発揮や住民生活の安定等が求められています。 

 これらの水産業を取り巻く情勢や課題，漁村の役割維持に対応し，持続可能

な水産業の振興を図るため，水産資源の適切な管理やＩＣＴやデジタル技術の

活用による漁業・養殖業の生産性向上，漁業の担い手の育成・確保，水産物の

特性に応じた付加価値化，輸出拡大等により水産業の「稼ぐ力」を引き出し，

「おさかな王国かごしま」の実現を目指します。 

 

２ 施策推進の基本目標  

    「おさかな王国かごしま」の実現のため，「稼ぐ力」を引き出す水産業を目

指して，次の５つを施策推進の基本目標とします。 

  さらに，「海の豊かさを守ろう」などの持続可能な開発目標（SDGｓ）も踏 

まえて，施策の推進に取り組みます。 

 

  ○持続可能な漁業・養殖業の推進 

  ○漁業の担い手の育成・確保 

  ○水産物の流通・加工・販売対策 

  ○漁業生産の基盤づくり 

  ○水産技術の開発と普及 

  
（１） 持続可能な漁業・養殖業の推進 
  ア 資源管理の高度化と持続的利用の推進 

        水産資源を持続的に利用し，漁業経営の安定化を図るとともに，資源管

理と資源・環境に見合った適切な漁業操業を推進します。 
 
    イ 漁場整備と栽培漁業の推進 

    漁場の整備や藻場・干潟等の維持・造成，有用魚介類の種苗放流を推進 
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   します。 
 
    ウ 海面養殖業の振興 

     持続可能な生産の推進を図るとともに，消費者ニーズに対応した安心・ 

   安全な養殖生産を推進します。 
 
    エ 内水面漁業・養殖業の振興 

    内水面資源の保護管理，増殖の取組により，持続可能な生産や安心・安

全な養殖生産を推進します。 
 
    オ 危機管理への対応 

    災害や緊急事案等が発生した際は，速やかな対応に努めます。 
 
（２） 漁業の担い手の育成・確保 
    漁業就業者の減少や高齢化に加え，燃油価格の変動による漁業経営の不 

   安定化など厳しい状況の中，持続可能な漁業・養殖業を目指すために，中 

   核的漁業者の育成や水産制度金融の充実，ＩＣＴ等の新たな技術の普及に 

   よる経営改善，新規就業者の育成等により，漁業の担い手の育成・確保を 

   推進します。 

    また，漁業者の生産活動を支える漁協の体制整備や漁協間の連携した取

組を支援します。 
 
（３） 水産物の流通・加工・販売対策 
      国内の販路拡大のため，地産地消やブランド魚・かごしま旬の魚等を利 

   用した認知度向上の取組を支援します。 

    低・未利用魚の利用など付加価値の高い商品づくりを支援します。 

    消費拡大のため，魚食普及への取組を支援します。 

    国外の販路拡大のため，輸出先国のニーズに合った産品の開発や，漁協

と商社等が一体となった輸出促進の取組を支援するとともに，国際認証や

HACCP 認証の取得等に対して支援します。 
  
（４） 漁業生産の基盤づくり 
       水産物の生産・流通機能の強化を目指し，漁港施設の整備や既存施設の 

   長寿命化のための機能保全を推進するとともに，自然環境にも配慮した県 

   土保全のための海岸施設の整備や老朽化対策を推進します。 
   
（５） 水産技術の開発と普及 
       水産資源の持続的な利用や水産物の安定的な供給を図るために，多様化 

   するニーズに対応するとともに新たな技術開発に取り組み，得られた成果 

   の普及を図ります。 
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３ 施策の体系 

 

基本理念  基 本 目 標  施 策 方 針 

 

                                 
                            資源管理の高度化の推進 

１ 資源管理の高度化と持続的      漁業秩序の維持 
利用の推進             国際漁場対策の推進 

   
                                               漁場の整備 
              ２ 漁場整備と栽培漁業の推進      藻場・干潟等の維持・造成         
                                               栽培漁業の推進                    
                                              漁場環境の維持・保全              
 

 適正養殖・品質管理対策の推進 
３ 海面養殖業の振興              ブリ類人工種苗の導入拡大 
                                赤潮被害軽減対策等 

      環境変動に対応した養殖体制の整備 
                                               
           ４ 内水面漁業・養殖業の振興     内水面漁業の振興 
                                               内水面養殖業の振興 

５ 危機管理への対応  
    新規就業者の育成・確保 

                                               中核的漁業者の育成と多様な担い手活用 
                                    漁業担い手の経営改善 

 漁協等の体制整備 
 海業等による漁業集落の活性化 

                                               スマート水産業の推進 
 

 国内での消費拡大・販路拡大 
 海外への輸出拡大 

                                           流通・加工施設等の整備 
                                              

 漁港の整備 
                                               共同利用施設等の整備 

  漁港環境の整備 
                                               漁村の生活環境改善施設の整備  

  漁港海岸の整備 
                                              
                                               漁業情報システムの運用  

                                         資源調査・漁場調査 
 種苗生産技術の研究開発  

                                               養殖技術の研究開発 
                                        藻場造成と藻類増養殖技術の開発 

                                               水産物の付加価値向上に関する研究 

 

 

 

  

～
水
産
業
の
「
稼
ぐ
力
」
を
引
き
出
す
た
め
に
～ 

「
お
さ
か
な
王
国
か
ご
し
ま
」
の
実
現 

Ⅰ 持続可能な漁業・養殖業の
推進 

Ⅱ 漁業の担い手の育成・確保 

Ⅲ 水産物の流通・加工・販売 
対策 

Ⅳ 漁業生産の基盤づくり 

Ⅴ 水産技術の開発と普及 
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４ 施策の推進方針と主要施策，主な指標  

 

 Ⅰ 持続可能な漁業・養殖業の推進 

  １ 資源管理による持続的利用の推進 

 （１） 資源管理の推進 

ア 資源管理の高度化による資源の持続的利用の推進 

 資源評価対象魚種とＴＡＣ対象魚種の拡大等に応じて，漁業者の意識醸

成を図るとともに，水産資源を持続的に利用し，かつ最大の漁獲量を達成

できる水準の維持・回復を図ります。 

  

イ 情報活用による効率的な操業の推進 

 資源・漁場情報等とデジタル技術の活用により，省力・効率化を図り，

生産性の向上と経営の安定化を推進します。 

  

ウ 遊漁者の組織化と資源の持続的利用の促進 

 遊漁者の組織化と資源管理への理解促進により，漁業者・遊漁者による

資源の持続的利用を図ります。 

  

  【主要施策】 

   ○資源管理の高度化による資源の持続的利用の推進 

      ○デジタル技術の活用による効率的な操業の推進 

      ○漁業者・遊漁者による資源の持続的利用の促進 

 

 （２） 漁業秩序の維持 

ア 漁場利用と調整 

（ア）適正な漁場利用の推進   

 沖合漁業と沿岸漁業のトラブルなど漁業者間の漁業調整に努めると

ともに，資源状況等に対応した漁業や，適切かつ有効な漁場利用に基づ

く養殖業を推進します。 

 

（イ）海洋性レクリエーションとの調和 

 漁業者と遊漁者など海洋性レクリエーション関係者との漁場利用を

めぐるトラブルや海難事故を防止し，調和の取れた海面利用を促進しま

す。 

 

イ 漁業の指導・取締り 

 水産資源の保護培養を図りつつ，漁場の適正な利用を促進するための指

導・取締りを行い，漁業秩序の維持に努めます。 

   

  【主要施策】 

   ○漁業の免許・許可 

      ○漁場利用上のトラブルの調整 
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      ○漁場計画の策定 

   ○漁業調整委員会の機能の充実と運営の円滑化 

   ○秩序ある漁場利用の意識啓発 

   ○漁業指導・取締り 

 

 （３） 国際漁場対策の推進 

 国際漁場におけるカツオ・マグロ漁業を取り巻く諸情勢は，国際情勢の

不安定化等による燃油価格の高騰，海外の大型まき網漁船の集魚装置の乱

用等により，資源状態が深刻な状況にあることから，資源の持続的な利用

を確保し，カツオ・マグロ漁業の経営の維持安定を図るため，業界や関係

道県とも連携し，国等に対し要望活動を実施していきます。 

 また，本県遠洋漁業の主体をなしているカツオ・マグロ漁業の振興を図

るため，金融対策，資源管理や効率的な操業のために必要な情報収集など

を行います。 

 

  【主要施策】 

   ○全国レベルでの要望活動 

   ○マグロ資源調査 

 

  ２ 漁場整備と栽培漁業の推進 

 （１） 漁場の整備 

 本県の沿岸・沖合漁場における持続的・安定的な漁業生産を実現するた

め，海域特性に応じて，沈設魚礁や浮魚礁を効果的に設置することにより，

有用魚介類の集魚効果を高め，水産資源の有効利用と生産力の増大及び効

率的な操業の実現を図ります。 

 また，水産生物の産卵や基礎生産を担う有用生物の発生を促進するほ

か，稚仔魚や磯根資源等の保護，育成の場となる藻場礁を含む増殖場等の

整備を進めます。 

 

  【主要施策】 

   ○魚礁等（沈設魚礁，浮魚礁等）の設置 

   ○増殖場（藻場礁，イセエビ礁，魚類増殖礁等）の整備 

 

 （２） 藻場・干潟等の維持・造成 

 海水温の上昇等に伴う植食性魚類による食害の増大や亜熱帯性海藻の

北上が見られることから，海藻種の変遷を把握するとともに，海域の環境

条件に適した藻場造成手法や食害防除技術等の開発を推進します。 

 藻場造成手法や食害防除技術の開発を推進するとともに，漁業者等が取

り組む藻場や干潟等の回復活動への支援や指導により藻場・干潟等の維持

・造成を進めます。 

 藻場等に悪影響を及ぼす食害動物について，海藻への食害被害の低減を

図るために，漁業者等による漁獲とその有効利用を促進します。 
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  【主要施策】 
   ○藻場造成技術に関する研究 

   ○漁業者等が取り組む藻場・干潟等の回復活動への支援・指導 

   ○食害動物の有効利用に関する研究 
 
 （３）栽培漁業の推進 

ア 海域や対象種の特性に応じた効果的な放流事業の推進と種苗生産技術

の確立 

 地域において重要な魚種の資源を維持増大するために，海域特性に応じ

た魚種を選定した上で適正な放流量，放流場所，放流時期について検証し，

これらをもとに効果的な放流事業を展開します。 
  

  【主要施策】 

   ○海域特性に応じた効果的な放流事業の推進 

   ○健全種苗の安定供給とコスト低減化の推進 

 

イ 栽培漁業の普及・啓発 

 栽培漁業による受益範囲は，漁業者はもとより遊漁者など広く県民全体

に及んでいることから，積極的に栽培漁業に関する情報提供を行い，放流

事業への理解の促進に努めます。  

 

  【主要施策】 

   ○県民への普及・啓発の徹底 

 

 （４） 漁場環境の維持・保全     

ア 漂流・漂着ゴミ（流木等）や桜島軽石等による被害救済対策 

 船舶等から油流出，ゴミや流木等の漂流・漂着，桜島の火山活動で生じ

る軽石の沿岸域への流入による漁業被害等を軽減するため，漁業者等が実

施する清掃及び水産資源の保護などの海面環境保全活動を支援するとと

もに，水域環境の保全等に関する普及・啓発を図ります。  

  

  【主要施策】 

   ○桜島軽石除去に対する支援 

   ○漁場油濁の防除措置及び清掃作業に対する支援 
 

イ 水産業・漁業集落の多面的機能の発揮の促進 

 漁業者が行う海面・内水面の生態系・環境の保全，交流・学習の場の提

供など，水産多面的機能の発揮に資する活動を支援し，漁村の再生・活性

化を図ります。 

  【主要施策】 

   ○水産多面的機能発揮対策に対する支援 
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   ３ 海面養殖業の振興 

 （１） 適正養殖の推進  

 水産用医薬品の適正使用指導，使用削減等の魚病対策を総合的に推進す

るとともに，的確な防疫対策の実施に努め，安心・安全な養殖魚の生産を

推進します。 

 県魚類養殖指導指針に基づく水質・底質環境調査の実施などにより，養

殖漁場環境の現状把握や適正養殖の実施を促進するとともに，漁場改善計

画の策定等により海面養殖漁場の改善を促進し，養殖水産動植物の伝染性

疾病のまん延防止に努めること等により，持続的養殖生産の確保を図りま

す。 

 

  【主要施策】 

   ○養殖ブリ種苗の需給調整，資源保護と適正養殖の推進 

   ○養殖漁場環境の把握，適正養殖の指導 

   ○漁場改善計画の策定と適正養殖可能数量の設定 

   ○魚病・防疫対策の推進 

   ○消費者ニーズに対応した安心・安全な養殖生産の推進 

 

 （２）ブリ類人工種苗の導入拡大 

カンパチについては，中国産天然種苗に依存しているため，生産履歴の

明らかな安心・安全な人工種苗の生産により，生産者や消費者のニーズに

対応した成長・生残に優れた人工種苗の安定的供給体制を推進します。 

ブリについては，国内の天然種苗に依存しているものの，近年では，生

産履歴が明らかな上，天然資源に依存しない人工種苗の評価が国内外で高

まっていることや端境期の出荷が可能となり，周年出荷が可能となる人工

種苗の生産・供給体制の整備を進めます。 

また，沖だし直後の生残率を向上させるため，中間育成技術の確立・普

及を図ります。 

 

  【主要施策】 

   〇ブリ類人工種苗の生産・供給体制の確立 

   〇ブリ類人工種苗の中間育成体制の整備 

   〇成長の早いブリ類人工種苗の育種 

 

 （３） 赤潮被害防止対策等 

ア 漁場環境モニタリング調査の実施と監視体制の充実 

 漁協や隣接県等と連携した継続的な漁場環境調査（モニタリング調査）

や赤潮発生時期に精密な調査を実施するなど，監視体制の充実に取り組み

ます。 

 また，ICT 機器を活用した赤潮の早期感知や効率的な赤潮情報の共有体

制の構築に努めます。 
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  【主要施策】 

   ○漁場環境モニタリング調査の実施と監視体制の継続 

○ホームページや SNS 等を利用した赤潮情報の発信や赤潮情報ネットワ

ークの構築 

○ICT 機器を活用した人工衛星や観測ブイ利用等による漁場監視体制の確

立 

 

イ 赤潮発生メカニズムの解明と発生予察技術の開発 

 精密な漁場環境調査を実施するとともに，有害プランクトンが増殖しや

すい環境（水温，塩分等）の把握等により，赤潮の発生から終息に至るデ

ータを蓄積し，メカニズムの解明や赤潮発生に関する予察技術の開発に取

り組みます。 

 

  【主要施策】 

   ○赤潮発生メカニズムの解明と発生予察技術の開発 

   ○赤潮プランクトンの毒性等の把握 

  

 （４）環境変動に対応した養殖体制の整備 

赤潮・高水温対策等の環境変動に対応した養殖技術の開発や養殖関連施

設の整備により，本県養殖業の生産性の向上及び本県養殖業者の経営安定

化を図ります。 

また，様々な赤潮に対応した被害軽減対策技術の開発に取り組みます。 

      

  【主要施策】 

   ○環境変動に対応した養殖技術の開発 

   〇環境変動に対応した種苗の導入や魚病対策 

○赤潮・高水温等に対応した養殖関連施設の整備 

〇様々な赤潮に対応した被害軽減対策技術の開発 

 

   ４ 内水面漁業・養殖業の振興 

 （１） 内水面漁業の振興 

 外来魚やカワウによる食害防止に向けた効果的な駆除活動の支援，適正

な種苗放流の実施，内水面環境の維持・保全活動の推進により，自然環境

や生態系に配慮した資源保護・増殖の取り組みを推進します。 

 

  【主要施策】 

   ○放流用種苗の安定供給体制の構築と適正放流による資源の保護 

   ○遊漁者等の資源保護意識の啓発 

   ○内水面の生態系の維持・保全の推進 

   ○魚病・防疫対策の推進 
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 （２） 内水面養殖業の振興     

 河川・湖沼の環境の維持保全を図るとともに，ウナギ養殖業については，

消費者ニーズに対応した安心・安全な生産体制を推進するほか，シラスウ

ナギ流通の適正化を図ることにより，資源の適正な管理と資源保護・回復

への取組を支援します。 

 

  【主要施策】 

   ○安心・安全なウナギ養殖生産の推進 

   ○ウナギ資源管理と増殖対策の推進 

   ○魚病・防疫対策の推進 
 
   ５ 危機管理への対応 
    災害や緊急事案等が発生した際は，速やかに対応します。 
 
 Ⅱ 漁業の担い手の育成・確保 
 （１） 新規就業者の育成・確保 

 漁業就業希望者への就業情報や漁業情報の提供，「かごしま漁業学校」

による各種研修の実施等により，漁業就業に意欲的な人材を育成し，将来

の漁業生産の担い手を確保します。 

 漁業士をはじめとする地域の中核的漁業者による新規就業希望者の受

入や新米漁業者みまもり隊による漁村適応等への伴走支援により，新規就

業者が地域に定着しやすい環境づくりを推進します。 

 新規就業者の経営の安定化を図るため，漁業技術習得や漁業開始のため

の研修や制度資金などによる支援を図ります。 

 将来の漁業の担い手確保や県民の水産業への理解促進のため，小学校等

の学校教育等を通じて水産業の魅力の情報発信に取り組みます。 
 
  【主要施策】 

   ○新規就業者の受入体制の整備 

   ○新規就業者への経営支援強化 

   ○水産業の魅力のＰＲ 

   ○学校教育・社会教育の場における水産業に対する理解促進 

   〇水産制度金融による支援 
 
 （２） 中核的漁業者の育成と多様な担い手の活用 

 地域における意欲と能力のある漁業者を中核的漁業者として育成し，そ

のうち指導的役割を担っている漁業者を漁業士として認定し，その自主的

活動を促進します。 

 また，各種研修・発表の機会や各種情報の提供を通じ，漁業者等の専門

的な知識の習得や技術向上を図り，漁業士をはじめとする中核的漁業者が

誇りを持って地域漁業の活性化に取り組めるよう，その活動を支援しま

す。 

 さらに，漁業士会や漁協青年部・女性部などの組織活動を支援し，意識

の向上と組織の強化を図ります。 
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 また，障害者の就労（水福連携）や外国人材の活用など，多様な担い手

の活用を促進します。       

 
  【主要施策】 
   ○漁業士等の認定と活用 

   ○各種研修の実施や発表機会の提供 

   ○漁業士会や漁協青年部・女性部の強化育成 

   ○女性の漁業参画に向けた情報提供 

 

 （３） 漁業担い手の経営改善 

 資源管理，省エネ・省力化や漁業の技術及び経営管理能力の向上や販売

の効率化など，意欲ある漁業担い手が行う経営改善等の取組を促進しま

す。 

 また，漁業者等の経営安定や資本整備の高度化を図るため，水産制度金

融による支援を行うとともに，漁業共済制度への加入促進や漁業者等の資

金需要に応じた制度資金の利用促進に取り組みます。 

 

  【主要施策】 

   ○意欲ある漁業担い手の経営改善 

   ○水産制度金融の充実 

 

 （４） 漁協等の体制整備 

 漁業者の生産活動を支え，経営の安定化を図るためには，経済事業等を

実施する漁協の経営・事業基盤を強化する必要があることから，多数の漁

協が合併して設立された新設漁協やその他漁協が連携して行う取組を支

援します。 

 

  【主要施策】 

   ○漁協検査の実施等 

   ○漁協の経営改善の支援 

 

 （５） 海業やブルー・ツーリズム等による地域の活性化 

 海業と連携しながらブルー・ツーリズムを促進し，農林業や観光産業と

の連携強化による多様なネットワークやメニュー作りを行います。 

また，都市住民等のニーズを把握し，漁村地域が持つ魅力について情報

発信するとともに，漁業体験型の教育旅行の誘致や漁家での宿泊体験など

の取組を促進します。 

 

 【主要施策】 

   ○海業やブルー・ツーリズム等の取組の連携促進 

   ○インターネット等を活用した漁村地域の魅力の情報発信 

   ○教育旅行誘致や漁家での宿泊体験の促進 

 



- 28 - 

 

 （６） スマート水産業の推進 

 デジタル技術を活用した漁業者の生産性の向上，省人・省力化などを図

るスマート水産業の普及を推進します 
 

ア ＩＣＴを利用した海況予報モデルの精度向上及び新たな海域の海況予

報モデルの開発 

 漁業者が実施する海洋観測のデータを収集し，海況予報モデルの精度向

上を図るとともに，海況予報が不十分な海域を対象に新たな海況予報モデ

ルを開発し，沿岸漁業者等の操業効率化を図ります。 
 
  【主要施策】 

   ○ＩＣＴを利用した海況予報モデルの精度向上及び新たな海域の海況予報 

 モデルの開発 
 

イ 海況予報モデルを活用した漁場予報技術の開発 

 海況予報モデルから操業日の海況情報を取得し，得られた海況情報から

漁場予報を行う技術を開発し，沿岸域で操業を行っている漁業者の操業の

効率化を図ります。 

 

  【主要施策】 

   ○海況予報モデルを活用した漁場予測技術の開発 

 

ウ 養殖業におけるＩＣＴの利用促進 

 既存の養殖管理クラウドシステムの拡充や未導入地域への普及により，

適切な生産管理及び成長管理等による魚類養殖業の効率化や生産コスト

の削減を図ります。 

 

  【主要施策】 

   ○養殖業におけるＩＣＴの利用促進 

  

 Ⅲ 水産物の流通・加工・販売対策 

 （１） 流通・加工施設等の整備 

 産地における鮮度保持，フィレ－などの加工処理及び生産者による直接

販売などの取組に伴う施設等の整備を支援することにより，流通体制の整

備，水産物の付加価値向上等を図り，生産から消費まで安定した水産物の

供給を推進します。 

 また，HACCP 等対応施設の整備を推進することにより，安心・安全

で付加価値の高い本県産水産物の供給体制を構築します。 

 さらに，省力化機器の整備により人手不足の解消とコスト削減を図り，

競争力の強化を図ります。 
 
  【主要施策】 

   〇鮮度保持施設や加工施設等の整備による品質や付加価値向上 

   〇直売施設等の整備による流通体制の強化 
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   〇輸出先国が求める HACCP 等に対応した施設整備による輸出拡大 

   〇省力化機器の整備による競争力の強化 

 

 （２） 国内での消費拡大・販路拡大 

   ア 魚食普及や地産地消の推進 

 食育を通じて幼少から魚を食べる環境を作るとともに，料理教室等の開

催により魚食や水産物に対する理解を深め，家庭，学校及び地域における

魚食普及を推進し，水産物の消費拡大を図ります。 

 併せて，水産物は優れた栄養特性や DHA，ＥＰＡ等の機能性成分を含

むことから，様々な魚介類や海藻類をバランス良く摂取することで健康の

維持・増進が期待される等，魅力的な食材であることをＰＲし，消費者の

購買意欲の向上を促し，水産物の消費拡大を図ります。 

 また，生産者等が地域で行う販売促進活動や市場関係者等が実施する魚

食普及活動等を支援し，地域に根ざした水産物消費の活性化を図り，地産

地消を推進します。 

 

  【主要施策】 

   ○子供達への魚食普及の推進 

   〇さばき方教室や魚料理教室等による魚食の提案・普及 

○健康で豊かな食生活を支える魚食の啓発・PR 活動 

〇生産者などが主体となった販路促進活動の推進 

〇直売施設等の整備による流通体制の強化（再掲） 
 
   イ 付加価値の高い製品づくり 

 多様化する消費者ニーズや流通形態に対応した水産加工品の開発や，農

商工等連携や漁業の６次産業化を進め，安心・安全な本県水産物の供給を

推進するとともに，加工場の整備や水産加工品の研究開発を推進し，付加

価値の高い商品づくりを促進し，消費拡大を図ります。 
 
  【主要施策】 

   ○消費者ニーズに対応した水産加工品づくりの促進 

   ○加工処理施設等の整備による付加価値向上（再掲） 

      ○水産物の付加価値向上に関する研究開発 

   〇水産物品評会の開催による水産加工業の生産意欲と品質の向上 
 

ウ 県内外への販路拡大 

生産者等が県内外で行う販路拡大の取組を支援するとともに，「かごし

まのさかな」ブランド認定魚を始めとした県産魚や水産加工品等の認知度

向上に資する取組や多様な物流ルートの構築等を支援し，販路拡大を図り

ます。 

また，近年市場規模が急速に拡大している EC サイトやふるさと納税等

の活用を促進します。 

 



- 30 - 

 

  【主要施策】 

   〇量販店でのフェア開催や，展示会・商談会への参加等，認知度向上や販

売促進活動の取組への支援 

   ○「かごしまのさかな」ブランド認定魚等の販路拡大 

   〇多様な物流ルートへの対応 

   ○EC サイトやふるさと納税等の活用促進 
 
 （３）海外への輸出拡大 

 鹿児島県農林水産物等輸出促進ビジョンに基づき，海外において今後も

水産物の需要の増加や市場規模の拡大が見込まれることを踏まえ，輸出先

国の多角化や他県産・他国産商品との競争力強化を推進するなど，本県水

産物の販路拡大を図ります。 

    併せて，海外のマーケットの変化に対応した新たな販路を開拓するとと

もに，輸出向けの高付加価値商品の開発を促進します。 

また，国際認証や施設登録，衛生管理手法の取得，輸出先国の基準に対

応した施設整備等を支援します。 

さらに，新たな販路として，本県への寄港が増加している国際クルーズ

船への県産水産物の供給を推進します。 

 

  【主要施策】 

   ○輸出向け商談や海外プロモーション等への取組支援 

   〇海外専門家によるマッチングや伴走支援の推進 

   〇海外ニーズに対応した高付加価値商品の開発促進 

   ○国際認証や施設登録，衛生管理等取得への支援 

   ○輸出先国が求める HACCP 等対応施設の整備による輸出拡大 

   〇農畜産物等と連携した国際クルーズ船への食材供給の推進 

 

 Ⅳ 漁業生産の基盤づくり 

 （１）漁港の整備 

ア 漁港における水産基盤整備 

 漁港における漁業就業者等の労働環境の改善や水産物の価値向上に資

する鮮度保持・衛生管理の強化を図り，良質な水産物を安定的に供給する

ため，生産・流通の基盤整備を進めます。 

 

  【主要施策】 

   ○良質な水産物の安定供給を図るための漁港の整備 

   ○衛生管理・就労環境の向上に対応した施設の整備 

 

イ 漁港施設の長寿命化の推進 

 既存施設の老朽化が進み，維持管理・修繕等を必要とする施設がますま

す増加してきていることから，各漁港の機能保全計画に基づき，施設の計

画的な維持管理，長寿命化を図ります。 
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  【主要施策】 

   ○漁港施設の長寿命化，既存ストックの有効利用 

 

ウ 漁港施設の機能強化の推進 

 台風等による高潮・波高の増大や地震・津波に対する漁港及び背後集落

の安全対策として，外郭施設や係留施設等の漁港施設の機能診断や安全確

保がなされていない施設への機能強化を進めます。 

 

  【主要施策】 

   ○漁港施設機能強化の取組 

 

エ フィッシャリーナ等の利用拡大，漁港利用にあたってのルール整備 

 遊漁船やプレジャーボートの係留施設（フィッシャリーナ等）の利用拡

大を図るとともに，漁港内における利用水域の調整を図るなど，適正な漁

港利用を推進します。 

 

  【主要施策】 

   ○遊漁船・プレジャーボート係留施設（フィッシャリーナ等）の利用拡大 

 

 （２） 共同利用施設等の整備 

 利便性や生産性の向上，労働環境の改善，漁業経営の安定化等を目的と

した共同利用施設の整備や施設の省力化，省エネ化，長寿命化とともに，

産地におけるストック機能の強化を図るなど，ハード面の支援を行いま

す。 

 

  【主要施策】 

   ○共同利用施設等の整備 

 

 （３） 漁港環境の整備 

 管理者等による漁港の維持管理に加え，県民の共生・協働（ボランティ

ア）による漁港内の清掃や臨港道路の植栽管理等にかかる協働化を推進し

ます。 

 

  【主要施策】 

   ○共生・協働による漁港の維持管理 

 

 （４） 漁村の生活環境改善施設の整備 

 漁港の背後の漁業集落等における生活環境の改善を図ることにより，安

全で住みよい漁村づくりを図ります。 

 

  【主要施策】 

   ○漁村の生活環境改善施設の老朽化対策 

 



- 32 - 

 

 （５） 漁港海岸の整備 

 高潮や津波等による災害から，県土保全及び生命・財産の安全性の確保

を図るため，自然環境にも配慮した海岸保全施設の整備等を推進します。 

 また，老朽化による機能低下が懸念されている海岸保全施設について，

計画的な維持・修繕等を行うことにより，施設の機能を強化するための取

組を推進します。 

 

  【主要施策】 

   ○高潮や津波から生命・財産の防護及び被災の軽減 

   ○海岸保全施設の老朽化対策の推進 

 

 Ⅴ 水産技術の開発と普及   

 （１） 漁業情報システムの運用 

 水産技術開発センターでは，漁業者へ海流，水揚げ量等の漁海況情報や

人工衛星から得られる表層水温等の情報を迅速に提供するとともに，漁業

調査船やフェリーより得られた海況情報等の各種データをとりまとめ，提

供します。 

 また，漁業者のニーズに呼応した円滑な情報提供を安定的，継続的に維

持するため，情報システム関連機器の導入，更新を図ります。 

 

  【主要施策】 

   ○漁海況情報の収集及び提供 

   ○人工衛星等各種情報の迅速な提供 

   ○漁業者のニーズに呼応した円滑な情報提供のための情報システム関連機 

   器の導入・更新 

 

 （２） 資源調査・漁場調査 

ア 沿岸・近海の漁業資源調査 

 沿岸・近海域における水産資源の適切な管理を推進するため，沿岸・近

海における資源評価対象種など主要魚種の漁業資源調査を国等と連携し

て実施します。 

 

  【主要施策】 

   ○沿岸・近海の漁業資源調査 

 

イ マグロ漁場・資源調査 

 本県における主要漁業であるカツオ・マグロ漁業の効率的な操業と資源

管理のため，漁業調査船によるカツオ・マグロ類の漁場や資源の調査を実

施します。 

 

  【主要施策】 

   ○マグロ漁場・資源調査 
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ウ 漁業調査船を活用した漁場調査 

 資源管理や資源の持続的な利用の推進と漁業者の操業の効率化を図る

ため，漁業調査船による沿岸・沖合域の漁場調査を実施します。 

 

  【主要施策】 

   ○漁業調査船を活用した漁場調査 

 

 （３） 種苗生産技術の研究開発 

ア 放流用種苗の生産技術開発 

 技術開発中のスジアラの生産技術を確立します。 

 

  【主要施策】 

   ○放流用種苗生産技術の確立 

 

イ 養殖用種苗の技術開発 

 本県において重要な養殖対象魚であるブリ，カンパチについては，これ

までの取組により種苗量産化が可能になったことから，今後は，人工種苗

を用いた養殖の普及や高成長形質を有する人工種苗の育種に取り組みま

す。 

 ウナギについては，人工種苗の安定的な量産体制の確立を目指して，国

・民間等と連携してウナギの種苗生産技術開発試験を行います。  

 

  【主要施策】 

   ○ブリ，カンパチ種苗の育種 

   ○人工ウナギ種苗生産技術開発試験 

 

 （４） 養殖技術の研究開発 

ア 漁場環境モニタリング調査の実施と監視体制の充実  

 漁協や隣接県等と連携した継続的な漁場環境調査（モニタリング調査）

や赤潮発生時期に精密な調査を実施するなど，監視体制の充実に取り組み

ます。 

 また，ICT 機器を活用した赤潮の早期感知や効率的な赤潮情報の共有体

制の構築に努めます。 

 

【主要施策】 

   ○漁場環境モニタリング調査の実施と監視体制の継続 

   ○ホームページや SNS 等を利用した赤潮情報の発信や赤潮情報ネットワ

ークの構築 

   ○ICT 機器を活用した人工衛星や観測ブイ利用等による漁場監視体制の確

立 

 

イ 赤潮発生メカニズムの解明と発生予察技術等の開発 

 精密な漁場環境調査を実施するとともに，有害プランクトンが増殖しや
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すい環境（水温，塩分等）の把握等により，赤潮の発生から終息に至るデ

ータを蓄積し，メカニズムの解明や赤潮発生に関する予察技術の開発に取

り組みます。 

 また，様々な赤潮に対応した被害軽減対策技術の開発に取り組みます。 

 

  【主要施策】 

   ○赤潮発生メカニズムの解明と発生予察技術の開発 

   ○赤潮プランクトンの毒性等の把握 

   ○様々な赤潮に対応した被害軽減対策技術の開発 

 

ウ 総合的な魚病対策 

 安心・安全な魚を供給するため，魚類防疫対策，魚病診断及びその対策

指導，水産用医薬品の適正使用指導等，総合的な魚病対策を推進し，養殖

業における魚病被害の軽減を図ります。 

 

   【主要施策】 

   ○海面及び内水面における魚病対策の総合的な実施 

 

   エ  環境変動に対応した養殖技術の開発 

    近年の海水温上昇に伴う高水温環境を回避するため，新たな養殖手法の

技術開発に取り組みます。 

 

【主要施策】 

   〇環境変動に対応した養殖手法の技術開発 

  

 （５） 藻場造成と藻類増養殖技術の開発 

ア 藻場の造成 

 海水温の上昇等に伴う植食性魚類による食害の増大や亜熱帯性海藻の

北上が見られることから，海藻種の変遷を把握するとともに，海域の環境

条件に適した藻場造成手法や食害防除技術等の開発を推進します。 

 漁業者等が取り組む藻場回復活動への支援，技術指導を図り，藻場の維

持･回復を促進します。 

 藻場の造成に悪影響を及ぼす食害動物の有効利用により，海藻への食害

圧低減と食害動物の水揚げによる漁業収入の向上を図ります。 

 

  【主要施策】 

   ○藻場造成技術に関する研究 

   ○漁業者等が取り組む藻場・干潟等の回復活動への支援・指導 

 ○食害動物の有効利用に関する研究 

 

イ 有用藻類の増養殖 

 市場価値の高い有用藻類について，近年の海水温上昇に伴う高水温環境

に対応した増養殖技術の改善・開発を図り，有用藻類を対象とした漁業や
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藻類養殖業を創出し，有用藻類の生産量の増加・安定による漁家収入の向

上を図ります。  

  

  【主要施策】 

   ○有用藻類の増養殖に関する研究 

 

 （６） 水産物の付加価値向上に関する研究 

ア  流通規格外鮮魚等未利用資源の有効活用研究 

 市場価値が低く流通規格外となっている水産物や加工時に発生する残

渣等ついて，高付加価値化を図るための技術開発を行います。 

 また，オープンラボによる伴走型の技術支援を行うとともに，普及員と

連携した生産現場の課題を掘り起こし，研究成果をフィードバックしま

す。 

 

  【主要施策】 

   ○流通規格外魚介類の利活用対策研究 

   ○有害水産動物の利活用研究 

○水産加工残渣の有効利用研究 

 

イ 魚介類の高鮮度保持流通に関する研究 

 急速に鮮度が低下する魚介類の品質保持技術や魚肉の赤身・血合肉の褐

変抑制技術，生食可能な冷凍魚介類を生産するための冷凍・解凍技術など，

国内外において高鮮度の付加価値の高い魚介類の流通を促進させるため

の研究に取り組みます。 

 

  【主要施策】 

   ○出荷・流通手法の技術改良研究 

 

ウ 水産加工品の品質・流通対策研究 

 安心・安全な水産加工品の製造と消費の拡大を図るため，品質管理のた

めの検査や品質維持のための技術開発など，加工品の安全性や品質保持対

策に関する研究に取り組みます。 

 また，新しい生活様式への対応等，消費者ニーズに対応するため，地域

の特色を活かした付加価値の高い加工品開発研究に取り組みます。 

 

  【主要施策】 

   ○水産加工品の品質・流通対策研究 
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 【指 標】 

   この計画に掲げた諸施策等の推進により，令和１２年（2030 年）の本県 

 水産業関係の指標等を次のように設定しました。 
  【主要指標】 

   注１ 出  典：漁業センサス（海面漁業，海面養殖業） 
  ◆ 各施策の推進による効果を見込んで目標年の数値を設定 
 
  【指標】 

  注１ 出  典 
   (1)：農林水産統計年報，水産振興課調べ 
   (2)･(3)：漁業センサス（海面漁業，海面養殖業） 
   (4)：工業統計 
   (5)：水産振興課調べ 
     (6)･(7)：漁港漁場課調べ 
      (8)：水産技術開発センター調べ 
  注２ 定  義 
   (7)の防波堤整備率＝（防波堤の整備が完了した港数）÷（県管理漁港 45 港） 
  注３ 水産物輸出額 
   県農林水産物輸出促進ビジョンにおける令和７年の目標値 
      ただし，水産業振興基本計画期間中に目標値が見直された場合は，その目標値に置き換える 
  ◆(1)，(4)，(8)は，今後の動向を見越して目標年の数値を設定 
  ◆(2)，(3)は，過去の動向から目標年のすう勢値を算出した上で，各施策の推進による効果 
  を一定量見込んで目標年の数値を設定 
  ◆(5)は，令和７年の目標値（100～110 億円の上位額を設定） 
  ◆(6)，(7)は，現在計画中の事業を実施することによる目標年の数値を設定 
  ◆(9)は，過去の状況及び今後の取組を見込んで目標年の数値を設定 

主　要　指　標 基準年 目標年 改定案
単位 （H30年） （R12年） （R12年）

漁獲物の販売金額が800万円以上の経営体の割合
　　　　　　　　　　　　　　　  （漁船漁業）

％ 9 19 19

収穫物の販売金額が１億円以上の経営体の割合
　　　　　　　　　　　　　　（ぶり類養殖業）

％ 45 55 70

指　　　　　標 基準年 目標年 改定案
単位 （H30年） （R12年） （R12年）

(1) 生産額 百万円 106,395 107,257 117,637

　　①漁船漁業 百万円 22,767 23,690 23,690

　　②海面養殖業 百万円 53,570 53,280 56,634

　　③内水面漁業 百万円 94 87 104

　　④内水面養殖業 百万円 29,964 30,200 37,209

(2) 漁業就業者数 人 6,116 4,700 4,700

(3) 漁業経営体数 経営体 3,115 2,500 2,500

(4) 水産食料品製造金額（県工業統計） 百万円 80,427 83,600 83,600

(4)'水産食料品製造品出荷額
　　(経済構造実態調査　産業細分類別統計表
　　 から再算出)

百万円 77,263 110,661

(5) 水産物輸出額 百万円 10,299 11,000 25,000

(6) 漁場の整備面積 ha 34,600 36,600 36,600

(7) 漁船が安心して利用できる漁港の防波堤整備率 ％ 73 91 91

(8) ＩＣＴを利用した漁場予測の技術開発 件 0 4 4

(9) 水産加工品の商品開発数 件 11 24 24
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         第５章 計画実現の方策            

 

１ 計画の推進体制と役割  

 本計画が掲げた施策を実効性あるものとしていくためには，漁業者，漁業団

体，行政等が，互いに連携・協議し，水産業や漁村振興のために主体的に取り

組んでいくことが重要です。 

 また，国等に対しては，本県の水産業振興施策推進の方針等を明らかにする

ことにより，この計画の実現に向けての必要な主張や提言を行っていきます。 

 

 （１）県の役割 

 県は，水産業及び漁村の振興を図るため，地域の特性に配慮しながら，

国，市町村，漁業者，漁業団体，食品関連事業者，消費者，教育機関等と

連携し，総合的に施策を推進します。 

 

 （２）漁業者及び漁業団体の役割 

 漁業者及び漁業団体は，水産業及び漁村の振興を図るため，他産業等と

の連携に努めるとともに，安心で安全な水産物の生産・供給や資源の持続

的利用，漁場環境の維持・保全，適正な海面利用，魚食の魅力向上等のほ

か，快適で魅力ある漁村づくりに向けて，自ら主体的に取り組むものとし

ます。 

 

 （３）食品関連事業者の役割 

 食品関連事業者は，県内産水産物を利用した安心で安全な食品の供給を

進めることにより，水産業及び漁村の振興への協力に努めるものとします。 

 

 （４）県民との協働 

 県民は，この計画に内容を実現するために，地産地消，都市と漁村の交

流活動への参加等を通じて，水産業及び漁村に関する理解を深めることに

努めるものとします。 

 

 （５）市町村との連携 

 県は，この計画の内容の実現に向けて，市町村との連携・協力により対

応するとともに，市町村に対し，県と市町村，あるいは市町村相互の適切

な役割分担の下，地域の水産業及び漁村の振興に関する取組を求めます。 

また，県は，市町村が実施する水産業及び漁村の振興に関する施策につい

て，情報の提供，助言その他必要な協力を行うよう努めるものとします。 
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        その他（鹿児島県の漁場概要図）         

 



















県
水

産
業

振
興

基
本

計
画

（
R

3
～

R
１

２
）

第
１

章
計

画
策

定
の

考
え

方

○
漁

業
生

産
量

の
減

少
や

燃
油

価
格

の
変

動
に

よ
る

漁
業

経
営

の
不

安
定

化
，

漁
業

就
業

者
の

減
少

・
高

齢
化

等
○

平
成

2
9

年
4

月
，

水
産

基
本

法
に

基
づ

く
新

た
な

「
水

産
基

本
計

画
」

策
定

，
平

成
3

0
年

1
2

月
，

水
産

資
源

の
適

切
な

管
理

と
水

産
業

の
成

長
産

業
化

を
目

指
し

，
漁

業
法

等
が

改
正

本
県

水
産

業
の

現
状

と
課

題
を

踏
ま

え
，

今
後

１
０

年
間

を
見

据
え

た
水

産
業

・
漁

村
の

あ
る

べ
き

姿
を

描
き

，
必

要
な

施
策

に
つ

い
て

長
期

的
か

つ
総

合
的

な
視

点
に

立
っ

た
施

策
の

推
進

方
針

等
を

示
す

第
２

章
水

産
業

の
現

状
と

課
題

第
３

章
目

指
す

将
来

の
姿

○
遠

洋
漁

業
は

，
カ

ツ
オ

･
マ

グ
ロ

類
の

持
続

的
･
安

定
的

な
生

産
体

制
を

構
築

○
沿

岸
漁

業
等

で
は

，
持

続
的

・
安

定
的

な
漁

業
生

産
が

実
現

○
海

面
養

殖
業

は
，

コ
ス

ト
･
品

質
等

の
適

切
な

管
理

や
安

定
的

な
種

苗
生

産
体

制
が

整
備

○
ウ

ナ
ギ

養
殖

業
は

安
心

・
安

全
な

生
産

体
制

が
構

築
○

中
核

的
漁

業
者

の
育

成
や

新
規

就
業

者
の

育
成

･確
保

が
な

さ
れ

，
ス

マ
ー

ト
水

産
業

が
浸

透
○

付
加

価
値

の
高

い
製

品
づ

く
り

や
ア

ジ
ア

地
域

等
へ

の
輸

出
促

進
に

よ
り

「
か

ご
し

ま
の

さ
か

な
」

の
販

路
が

拡
大

第
４

章
水

産
業

振
興

施
策

の
推

進

持
続

的
な

水
産

業
振

興
を

図
る

た
め

水
産

資
源

の
適

切
な

管
理

，
ス

マ
ー

ト
水

産
業

の
導

入
・

普
及

に
よ

る
生

産
性

の
向

上
，

漁
業

の
担

い
手

の
育

成
・

確
保

，
水

産
物

の
特

性
に

応
じ

た
付

加
価

値
向

上
，

輸
出

拡
大

等
を

図
る

。
【

主
要

指
標

（
R

1
2

）
】

★
漁

獲
物

の
販

売
金

額
が

8
0

0
万

円
以

上
の

経
営

体
の

割
合

（
漁

船
漁

業
）

1
9

％
（

H
3

0
：

9
％

）
★

収
穫

物
の

販
売

金
額

が
１

億
円

以
上

の
経

営
体

の
割

合
（

ブ
リ

類
養

殖
業

）
7

0
％

（
H

3
0

：
4

5
%

）

第
５

章
計

画
実

現
の

方
策

・
漁

業
者

，
漁

業
団

体
，

行
政

等
が

，
互

い
に

連
携

・
協

議
し

，
水

産
業

や
漁

村
振

興
の

た
め

に
自

主
的

に
取

り
組

む
・

国
に

対
し

て
は

，
必

要
な

主
張

や
提

言
を

行
っ

て
い

く

基
本

目
標

（
５

つ
の

柱
）

施
策

の
推

進
方

針

Ⅰ
 持

続
可

能
な

漁
業

・
養

殖
業

の
推

進

○
漁

港
の

整
備

○
共

同
利

用
施

設
等

の
整

備
○

漁
港

環
境

の
整

備
○

漁
村

の
生

活
環

境
改

善
施

設
の

整
備

○
漁

港
海

岸
の

整
備

○
漁

業
情

報
シ

ス
テ

ム
の

運
用

○
資

源
調

査
・

漁
場

調
査

○
種

苗
生

産
技

術
の

研
究

開
発

○
養

殖
技

術
の

研
究

開
発

○
藻

場
造

成
と

藻
類

増
養

殖
技

術
の

開
発

○
水

産
物

の
付

加
価

値
向

上
に

関
す

る
研

究

○
国

内
の

消
費

拡
大

・
販

路
拡

大
○

海
外

へ
の

輸
出

拡
大

○
流

通
・

加
工

施
設

等
の

整
備

○
新

規
就

業
者

の
育

成
･
確

保
○

中
核

的
漁

業
者

の
育

成
と

多
様

な
担

い
手

の
活

用
○

漁
業

担
い

手
の

経
営

改
善

○
漁

協
等

の
体

制
整

備
○

海
業

等
に

よ
る

漁
業

集
落

の
活

性
化

○
ス

マ
ー

ト
水

産
業

の
推

進

○
内

水
面

漁
業

の
振

興
○

内
水

面
養

殖
業

の
振

興

○
適

正
養

殖
の

推
進

○
ブ

リ
類

人
工

種
苗

の
導

入
拡

大
○

赤
潮

被
害

軽
減

対
策

等
○

環
境

変
動

に
対

応
し

た
養

殖
体

制
の

整
備

○
資

源
管

理
の

推
進

○
漁

業
秩

序
の

維
持

○
国

際
漁

場
対

策
の

推
進

基
本

理
念

課
題

現
状

【
水

産
技

術
の

開
発

・
普

及
】

各
種

調
査

研
究

，
技

術
開

発
・

普
及

へ
の

取
組

・
種

苗
生

産
技

術
の

高
度

化
・

赤
潮

被
害

軽
減

対
策

技
術

の
開

発
・

時
代

に
即

応
し

た
水

産
加

工
技

術
開

発

【
漁

船
漁

業
】

生
産

量
の

減
少

，
漁

業
経

営
の

不
安

定
化

【
海

面
養

殖
業

】
有

害
赤

潮
等

に
よ

る
漁

業
被

害
の

発
生

餌
飼

料
価

格
の

上
昇

，
高

水
温

期
の

長
期

化

【
内

水
面

漁
業

･
養

殖
業

】
ア

ユ
・

ウ
ナ

ギ
等

の
漁

獲
量

の
減

少

【
漁

業
就

業
者

】
漁

業
就

業
者

の
減

少
，

高
齢

化

【
流

通
･
加

工
･販

売
】

国
内

の
水

産
物

消
費

量
の

減
少

，
海

外
で

の
消

費
量

の
増

加
，

輸
出

増
，

加
工

業
者

数
の

減
少

【
漁

港
･
漁

村
】

施
設

の
老

朽
化

・
資

源
管

理
体

制
の

充
実

・
ス

マ
ー

ト
水

産
業

の
導

入

・
ブ

リ
等

人
工

種
苗

の
安

定
供

給
・

ス
マ

ー
ト

水
産

業
の

導
入

・
環

境
変

動
へ

の
対

応

・
ア

ユ
や

ウ
ナ

ギ
等

の
資

源
の

適
正

管
理

･
回

復

・
新

規
就

業
者

の
確

保
･
育

成
・

ス
マ

ー
ト

水
産

業
の

普
及

・
漁

業
集

落
の

活
性

化

・
国

内
の

消
費

拡
大

・
輸

出
品

目
や

輸
出

先
の

多
角

化
・

輸
出

先
国

の
規

制
等

に
対

応
し

た
施

設
整

備

・
施

設
の

老
朽

化
対

策

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

１
資

源
管

理
の

高
度

化
と

持
続

的
利

用
の

推
進

Ⅱ
 漁

業
の

担
い

手
の

育
成

・
確

保

Ⅲ
 水

産
物

の
流

通
・

加
工

・
販

売
対

策

３
海

面
養

殖
業

の
振

興

２
漁

場
整

備
と

栽
培

漁
業

の
推

進

４
内

水
面

漁
業

･
養

殖
業

の
振

興

５
危

機
管

理
へ

の
対

応

「 お さ か な 王 国 か ご し ま 」 の 実 現 ～ 水 産 業 の 「 稼 ぐ 力 」 を 引 き 出 す た め に ～

○
漁

場
の

整
備

○
藻

場
・

干
潟

等
の

維
持

・
造

成
○

栽
培

漁
業

の
推

進
○

漁
場

環
境

の
維

持
・

保
全

Ⅳ
漁

業
生

産
の

基
盤

づ
く

り

Ⅴ
 水

産
技

術
の

開
発

と
普

及



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鹿児島 県水産 業振 興基本 計画  

 

 発 行 日  令 和 ３ 年 ３ 月  

 

 編 集 ・ 発 行  鹿 児 島 県  

       〒 890-8577 鹿 児 島 市 鴨 池 新 町 10－ 1  

               商 工 労 働 水 産 部 水 産 振 興 課  

       TEL 099-286-2111（ 代 表 ）  

       県 ホ ー ム ペ ー ジ ア ド レ ス ： http://www.pref.kagoshima. jp 

 

 

http://www.pref.kagoshima.jp

